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(57)【要約】
【課題】加工条件の変更を伴うことなく効果的な振動抑
制を行う。
【解決手段】主軸装置１は、工具が着脱可能で、ハウジ
ング内で軸受４，４を介して回転可能に支持される主軸
２と、主軸２を回転させるモータ３と、モータ３を制御
する制御装置２２とを含んでなり、さらに、主軸２内に
設けられ、主軸２の回転軸方向で前後移動可能な制振カ
ラー１５と、主軸２の回転速度及び工具の寸法を含む加
工条件と、軸受４の支持剛性及び減衰係数を含む軸受特
性とに基づいて主軸２の振動形態を解析する演算装置２
４と、演算装置２４の解析結果に基づいて制振カラー１
５を回転軸方向の初期位置へ移動させる移動手段（皿バ
ネ１６、加圧室１７、圧油供給路１８、制御弁２０、油
圧ユニット２１、ＮＣ装置２６）とを備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　工具が着脱可能で、ハウジング内で軸受を介して回転可能に支持される主軸と、前記主
軸を回転させるモータと、前記モータを制御する制御装置とを含んでなる工作機械の主軸
装置であって、
　前記主軸内に設けられ、前記主軸の回転軸方向で前後移動可能な制振部材と、
　前記主軸の回転速度及び前記工具の寸法を含む加工条件と、前記軸受の支持剛性及び減
衰係数を含む軸受特性とに基づいて前記主軸の振動形態を解析する振動解析手段と、
　前記振動解析手段の解析結果に基づいて前記制振部材を前記回転軸方向での所定位置へ
移動させる移動手段とを備えることを特徴とする工作機械の主軸装置。
【請求項２】
　加工中に前記主軸に発生した振動を検知する振動検知手段をさらに備え、前記振動解析
手段は、前記振動検知手段によって検知された加工中の振動を解析し、前記移動手段は、
前記振動解析手段の解析結果に基づいて前記制振部材を前記所定位置と異なる位置へ移動
させることを特徴とする請求項１に記載の工作機械の主軸装置。
【請求項３】
　前記制振部材は、前記主軸内に形成された中空部内へ前後移動可能に収容され、前記移
動手段は、前記中空部内に設けられ、前記制振部材を前後何れか一方側へ付勢する付勢手
段と、前記制振部材を挟んで前記付勢手段の反対側に形成され、流体が供給される加圧室
と、前記加圧室への流体圧を調整可能な流体圧調整機構とを含んでなることを特徴とする
請求項１又は２に記載の工作機械の主軸装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、加工中に発生する振動を抑制することができる工作機械の主軸装置に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　工具又はワークを回転させながら加工を行う工作機械においては、加工中にいわゆるび
びり振動が発生して、加工面の仕上げ精度の悪化、工具摩耗、工具欠損といった問題が生
じる。このようなびびり振動を抑制する方法として、例えば特許文献１には、振動センサ
等によって検出された時間領域の振動に基づいて、びびり振動の発生を検出すると、ｋ値
及び位相情報を用いて最適回転速度を算出すると共に、位相情報からびびり振動の種類を
特定し、過去に特定したびびり振動と異なるびびり振動が発生した場合には、ｋ値を変更
して最適回転速度を算出し直す発明が開示されている。また、特許文献２には、主軸を支
持するハウジングに、ハウジングと主軸との隙間に油を周方向の三箇所以上から供給する
機構を設け、変位センサにより検出された主軸の径方向の振動方向に応じて油圧及び油量
を変更することで主軸の振動を抑制する発明が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第４７４３６４６号公報
【特許文献２】特開２０１１－２３５４０４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１の発明においては、振動抑制に回転速度等の加工条件の変更を伴うため、加
工精度の低下や加工時間の延長に繋がるおそれがある。特許文献２の発明においては、油
圧供給の方向が一定で変更できないため、発生した振動によっては効果的な減衰が行えな
い場合がある。
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【０００５】
　そこで、本発明は、加工条件の変更を伴うことなく効果的な振動抑制を行うことができ
る工作機械の主軸装置を提供することを目的としたものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するために、請求項１に記載の発明は、工具が着脱可能で、ハウジング
内で軸受を介して回転可能に支持される主軸と、前記主軸を回転させるモータと、前記モ
ータを制御する制御装置とを含んでなる工作機械の主軸装置であって、
　前記主軸内に設けられ、前記主軸の回転軸方向で前後移動可能な制振部材と、前記主軸
の回転速度及び前記工具の寸法を含む加工条件と、前記軸受の支持剛性及び減衰係数を含
む軸受特性とに基づいて前記主軸の振動形態を解析する振動解析手段と、前記振動解析手
段の解析結果に基づいて前記制振部材を前記回転軸方向での所定位置へ移動させる移動手
段とを備えることを特徴とする。
　請求項２に記載の発明は、請求項１の構成において、加工中に前記主軸に発生した振動
を検知する振動検知手段をさらに備え、前記振動解析手段は、前記振動検知手段によって
検知された加工中の振動を解析し、前記移動手段は、前記振動解析手段の解析結果に基づ
いて前記制振部材を前記所定位置と異なる位置へ移動させることを特徴とする。
　請求項３に記載の発明は、請求項１又は２の構成において、前記制振部材は、前記主軸
内に形成された中空部内へ前後移動可能に収容され、前記移動手段は、前記中空部内に設
けられ、前記制振部材を前後何れか一方側へ付勢する付勢手段と、前記制振部材を挟んで
前記付勢手段の反対側に形成され、流体が供給される加圧室と、前記加圧室への流体圧を
調整可能な流体圧調整機構とを含んでなることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、加工条件と軸受特性とに基づいて主軸の振動形態を解析し、その解析
結果に基づいて制振部材を所定位置へ移動させるので、加工条件を変更することなく、制
振部材による減衰効果を発揮させて効果的な振動抑制を行うことができる。
　特に、加工中に発生した振動を解析し、その解析結果に基づいて制振部材を所定位置と
異なる位置へ移動させることで、加工中に主軸の固有振動数を変動させ続けて振動を効果
的に抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】工作機械の主軸装置の説明図である。
【図２】制振カラーの位置制御のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。
　図１は、マシニングセンタ等の工作機械に設けられる主軸装置の一例を示す説明図であ
る。この主軸装置１において、２は主軸で、モータ３によって図示しないハウジング内で
軸受４，４を介して回転可能に支持される。この主軸２は中空となっており、軸心にはド
ローバー５が、進退動可能且つ主軸２内の後部に設けられた皿バネ７，７・・を用いた押
圧機構６によって後退位置に付勢された状態で設けられている。このドローバー５は、後
退位置で主軸２の前部に設けたチャック機構８をクランプ動作させて主軸２先端で工具ホ
ルダ９をクランプするもので、図示しない油圧機構によって前進することでチャック機構
８をアンクランプ動作させる。１０は、ドローバー５の軸心に設けられた冷却液供給路で
ある。
【００１０】
　また、主軸２内で押圧機構６の前側には、押圧機構６の前端に位置する仕切板１１で仕
切られる中空部１２が同軸で形成されて、その中空部１２内に、制振機構１３が設けられ
ている。この制振機構１３は、ドローバー５が貫通して中空部１２の前端に固定される固
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定カラー１４と、その後方でドローバー５が貫通して軸方向へ移動自在な制振部材として
の制振カラー１５と、固定カラー１４と制振カラー１５との間に介在されて制振カラー１
５を後方へ付勢する付勢手段としての複数の皿バネ１６，１６・・と、制振カラー１５の
後方で仕切板１１との間に形成される加圧室１７とからなる。冷却液供給路１０の外側で
ドローバー５内には、ドローバー５の前後ストロークの範囲に亘って前端が加圧室１７と
連通する圧油供給路１８が形成されている。
　制振カラー１５は、円筒形状の鋼材からなり、内周及び外周には、リング状の溝が形成
されて、各溝に樹脂製のシール部材１９，１９が組み込まれて、加圧室１７をシールして
いる。
【００１１】
　圧油供給路１８は、制御弁２０を介して油圧ユニット２１に接続されており、油圧ユニ
ット２１から送られる圧油が圧油供給路１８を介して加圧室１７に供給される。よって、
皿バネ１６，１６・・による付勢力と、加圧室１７からの油圧とがバランスする位置で制
振カラー１５の前後位置が決定される。そして、加圧室１７からの油圧の変更により、制
振カラー１５を軸方向へ前後移動させることで、主軸２の曲げ剛性と減衰特性とを変更可
能となっている。
【００１２】
　次に、主軸装置１の制御系について説明する。
　２２は制御装置で、ここには入力装置２３と、演算装置２４と、記憶装置２５と、ＮＣ
装置２６とが設けられている。
　入力装置２３は、オペレータによって主軸２の回転速度や工具寸法等の加工条件が入力
可能であると共に、ハウジングに設けた図示しない振動センサ等の振動検知手段からの振
動検知信号が入力可能となっている。
　振動解析手段としての演算装置２４は、入力装置２３から入力される回転速度と工具寸
法とを含む加工条件及び、記憶装置２５に記録された後述する解析用データに基づいて主
軸２の振動形態を解析し、解析した振動形態と皿バネ１６のばね定数とから、制振カラー
１５を最大限に減衰効果を発揮する位置に移動させるための加圧室１７への油圧を決定す
る。また、振動センサからの振動を解析してびびり振動の発生の有無も判定する。
【００１３】
　記憶装置２５は、主軸２の形状、軸受４の支持剛性及び減衰係数を含む軸受特性、皿バ
ネ１６のばね定数等からなる解析用データを予め記憶すると共に、演算装置２４で決定さ
れた油圧を記憶する。併せて加工プログラムも記憶する。
　ＮＣ装置２６は、記憶装置２５に記憶された加工プログラムに従ってモータ３等の制御
を行うと共に、加圧室１７が記憶装置２５に記憶された油圧となるように制御弁２０を制
御する。ここでは圧油供給路１８、制御弁２０、油圧ユニット２１、ＮＣ装置２６が本発
明の流体圧調整機構となり、これに皿バネ１６を含めた構成が制振カラー１５の移動手段
となっている。
【００１４】
　以上の如く構成された主軸装置１において、制御装置２２は、上述した解析用データに
基づいて主軸２の振動形態を解析し、解析した振動形態と皿バネ１６のばね定数とから、
制振カラー１５を移動させて制振効果を発揮させる位置制御を実行する。以下、制振カラ
ー１５の位置制御を、図２のフローチャートに基づいて説明する。
　まず、Ｓ１で、入力装置２３により、主軸２の回転速度と工具寸法とが入力されて加工
条件が設定される。
　次に、Ｓ２で、演算装置２４が、入力装置２３から入力される加工条件と、記憶装置２
５に記憶された解析用データとに基づいて主軸２の振動形態を解析して記憶装置２５へ記
憶する。
【００１５】
　次に、Ｓ３で、解析した振動形態と皿バネ１６のばね定数とから、制振カラー１５を最
大限に減衰効果を発揮する位置に移動させるための加圧室１７へ付加する油圧を算出し、
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記憶装置２５へ記憶する。
　そして、Ｓ４で、ＮＣ装置２６が、記憶装置２５に記憶された油圧となるように制御弁
２０へ指令を送り、制振カラー１５を初期位置へ移動させる。この初期位置は、解析され
た振動の最大振幅の腹の位置となっている。
【００１６】
　こうして制振カラー１５を初期位置へ移動させた後、Ｓ５で加工を開始する。
　加工中にＳ６でびびり振動を検知すると、Ｓ７で、演算装置２４が、振動検知手段から
得られる主軸２の振動や付加情報等をＦＦＴ解析してびびり周波数を特定した後、以下の
式（１）に示すように、特定したびびり周波数ｆｃｈａｔｔｅｒに任意の係数αを乗算す
ることで、制振カラー１５に付加する油圧の変動周波数ｆｃｏｌｏｒを決定する。
　ｆｃｏｌｏｒ＝α・ｆｃｈａｔｔｅｒ　　・・（１）
　次に、Ｓ８で、演算装置２４から付加油圧の変動周波数を得たＮＣ装置２６が、変動周
波数に基づいて制御弁２０を制御して付加する油圧を変化させ、制振カラー１５を初期位
置から前後何れかへスライドさせる。
　この制振カラー１５の移動によって振動形態が変化するため、初期位置で発生したびび
り振動が抑制されることになる。
【００１７】
　その後、Ｓ９で加工終了が確認されると位置制御は終了する。加工終了でない場合はＳ
６へ戻ってびびり振動の検知を判別し、検知したら再びＳ７で付加油圧の振動周波数を決
定してＳ８で付加油圧を変化させ、制振カラー１５を直前の位置から前後何れかへスライ
ドさせる。なお、Ｓ６でびびり振動を検知しない場合は、Ｓ９で加工終了を確認し、ここ
で加工終了でない場合はＳ６へ戻って再びびびり振動の検知を判別する。加工終了であれ
ば位置制御を終了する。
【００１８】
　このように、上記形態の工作機械の主軸装置１によれば、主軸２内に設けられ、主軸２
の回転軸方向で前後移動可能な制振カラー１５と、主軸２の回転速度及び工具の寸法を含
む加工条件と、軸受４の支持剛性及び減衰係数を含む軸受特性とに基づいて主軸２の振動
形態を解析する演算装置２４と、演算装置２４の解析結果に基づいて制振カラー１５を回
転軸方向での所定位置（初期位置）へ移動させる移動手段（皿バネ１６、加圧室１７、圧
油供給路１８、制御弁２０、油圧ユニット２１、ＮＣ装置２６）とを備えることで、加工
条件を変更することなく、制振カラー１５による減衰効果を発揮させて効果的な振動抑制
を行うことができる。
【００１９】
　特にここでは、加工中に発生したびびり振動を演算装置２４で解析し、その解析結果に
基づいて制振カラー１５を初期位置と異なる位置へ移動させるので、加工中に主軸２の固
有振動数を変動させ続けてびびり振動を効果的に抑制することができる。
【００２０】
　なお、上記形態では、付勢手段である皿バネ１６を前側に、加圧室１７を後側に配置し
ているが、前後逆にしてもよい。付勢手段としては皿バネ以外にコイルバネ等も使用でき
る。また、加圧室へ供給する流体は油に限らず、空気やガス等の他の流体を使用してもよ
いし、加圧室への流体の供給路もドローバーに限らず、主軸に設けてもよい。
　制振部材も上記形態の制振カラーに限らず、鋼材以外の金属を使用したり、複数の金属
を組み合わせたりする変更は可能である。また、ドローバーが貫通するリング状でなく、
ドローバーの周囲で同心円上に、球体等の制振部材を主軸の軸方向へ前後移動可能に収容
した複数の中空部を設けて、各中空部ごとに付勢手段と加圧室とを設けて制振部材の位置
制御を行うことも可能である。
【符号の説明】
【００２１】
　１・・主軸装置、２・・主軸、３・・モータ、４・・軸受、５・・ドローバー、６・・
押圧機構、７，１６・・皿バネ、１２・・中空部、１３・・制振機構、１４・・固定カラ



(6) JP 2018-24063 A 2018.2.15

ー、１５・・制振カラー、１７・・加圧室、１８・・圧油供給路、１９・・シール部材、
２０・・制御弁、２１・・油圧ユニット、２２・・制御装置、２３・・入力装置、２４・
・演算装置、２５・・記憶装置、２６・・ＮＣ装置。

【図１】 【図２】
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